
別紙１　参考様式

１　対象地区の現状

２　対象地区の課題

実質化された人・農地プラン

市町村名 対象地区名（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日

静岡市 ＪＡしみず石垣苺枝豆運営委員会 令和4年3月17日 －

①地区内の耕地面積 22.4ｈａ

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計 22.4ha

③地区内における70才以上の農業者の耕作面積の合計 4.6ha

ⅰ　うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 4.2ha

ⅱ　うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 0.4ha

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 0.61ｈａ

（備考）

　農業者高齢化による離農や後継者不足を背景に、遊休農地が増加傾向にある。今後、中心経営体への円滑な農
地貸借を継続的に実施する。また、新規就農者を積極的に受け入れ、農地有効利用を図る。
　また、中心経営体が規模拡大を行うための雇用確保に取り組んでいく。

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

　規模拡大を希望する中心経営体の農地貸借については、農地中間管理事業を活用し、農地の集積を支援する。
また、農協を中心に農地貸借が円滑に行えるよう、農業委員会と連携をした中で、農業者の農地利用に関する情報
収集を定期的に実施する。



（参考）　中心経営体

1 イチゴ a イチゴ a
2 枝豆 a 枝豆 a
3 枝豆 a 枝豆 a
4 施設野菜 a 施設野菜 a
5 枝豆 a 枝豆 a
6 イチゴ a イチゴ a
7 枝豆 a 枝豆 a
8 枝豆 a 枝豆 a
9 イチゴ a イチゴ a

10 イチゴ a イチゴ a
11 イチゴ a イチゴ a
12 施設野菜 a 施設野菜 a
13 施設野菜 a 施設野菜 a
14 トマト a トマト a
15 イチゴ a イチゴ a
16 枝豆 a 枝豆 a
17 イチゴ a イチゴ a
18 枝豆 a 枝豆 a
19 施設野菜 a 施設野菜 a
20 施設野菜 a 施設野菜 a
21 イチゴ a イチゴ a
22 施設野菜 a 施設野菜 a
23 枝豆 a 枝豆 a
24 枝豆 a 枝豆 a
25 枝豆 a 枝豆 a
26 施設野菜 a 施設野菜 a
27 施設野菜 a 施設野菜 a
28 観光イチゴ狩り a 観光イチゴ狩り a
29 観光イチゴ狩り a 観光イチゴ狩り a
30 施設野菜 a 施設野菜 a
31 観光イチゴ狩り a 観光イチゴ狩り a
32 施設野菜 a 施設野菜 a
33 イチゴ a イチゴ a
34 観光イチゴ狩り a 観光イチゴ狩り a
35 葉ショウガ a 葉ショウガ a
36 イチゴ a イチゴ a
37 観光イチゴ狩り a 観光イチゴ狩り a
38 施設野菜 a 施設野菜 a
39 石垣イチゴ a 石垣イチゴ a
40 イチゴ a イチゴ a
41 施設野菜 a 施設野菜 a
42 施設野菜 a 施設野菜 a
43 イチゴ a イチゴ a
44 施設野菜等 a 施設野菜等 a
45 施設野菜等 a 施設野菜等 a

計 a a

属性
農業者

（氏名・名称）

現状 今後の農地の引受けの意向

経営作目 経営面積 経営作目 経営面積
農業を営む範
囲
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認農
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認農
認農
認農
認農
認農
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認農
認農
認農
認農
認農
認農
認農
認農
認農
認農
認農
認農
認農
認農
認農
認農
認農
認農
認農
認農
認農
認農
認農
認農
認農
認農
認農
認農
認農
認農
認農
認農
認農
認就
到達

45経営体 1978 2039

注１：「属性」欄には、個人の認定農業者は「認農」、法人の認定農業者は「認農法」、認定新規就農者は「認就」、
　　法人化や農地集積を行うことが確実であると市町村が判断する集落営農は「集」、基本構想水準到達者は
　　「到達」と記載します。
注２：「今後の農地の引受けの意向」欄については、現状からおおむね５年から10年後の意向を記載します。
注３：「経営面積」欄には、プランの対象地区内における中心経営体の経営面積を記載します。


